
　
７
月
24
日
の
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放

送
終
了
ま
で
あ
と
わ
ず
か
で
す
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
受
信
で
き

て
い
ま
す
か
。
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ

の
ま
ま
何
も
し
な
い
と
、
テ
レ
ビ

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
一
日
も
早
く
地
デ
ジ
の

準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
「
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
分
か
ら

な
い
」「
地
デ
ジ
の
準
備
を
し
た

が
、
テ
レ
ビ
が
映
ら
な
い
」
と
い

う
人
は
、
デ
ジ
サ
ポ
岡
山
（
総
務

省
岡
山
県
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ

ン
タ
ー
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　

デ
ジ
サ
ポ
岡
山

　

☎
０
８
６-

８
９
９-

６
０
６
０  

　

午
前
９
時
〜
午
後
９
時　

　
（
土
日
祝
日
は
午
前
９
時
〜
午

　

後
６
時
）

 

開
設
し
ま
す

 

地
デ
ジ
臨
時
相
談
コ
ー
ナ
ー

　　

デ
ジ
サ
ポ
岡
山
で
は
、
地
デ
ジ

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
お
応

え
す
る
臨
時
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
開

設
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

①
専
用
電
話
コ
ー
ナ
ー

　

コ
ー
ナ
ー
に
設
置
し
て
い
る
専

用
電
話
で
、
無
料
で
ご
相
談
い
た

だ
け
ま
す
。

▽
日
時　

８
月
26
日
（
金
）
ま
で

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
土
日

　

祝
日
を
除
く
）

▽
場
所　

瀬
戸
内
市
役
所

②
個
別
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

相
談
員
が
対
応
し
ま
す
。

▽
日
時　
７
月
２
日
（
土
）、　

９

　

日
（
土
）、
16
日
（
土
）、
23
日

　
（
土
）、
24
日
（
日
）　

午
前
９

　

時
30
分
〜
午
後
２
時
（
設
置
時

　

間
を
含
む
）

※
午
後
２
時
に
終
了
し
、
戸
別
訪

　

問
を
実
施
予
定
で
す
が
、
戸
別

　

訪
問
依
頼
が
少
数
の
場
合
に
は

リ
ー
ト
造
45
年
・
鉄
骨
造
35
年
・

軽
量
鉄
骨
造
18
年
を
経
過
し
て
い

る
倉
庫
に
つ
い
て
は
変
更
さ
れ
ま

せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
８
１

 

請
求
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

 

内
閣
総
理
大
臣
書
状
贈
呈

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地
等

（
事
変
地
の
区
域
又
は
戦
地
の
区

域
）
に
派
遣
さ
れ
戦
時
衛
生
勤
務

に
従
事
し
た
旧
日
本
赤
十
字
社
救

護
看
護
婦
及
び
旧
陸
海
軍
従
軍
看

護
婦
の
人
（
慰
労
給
付
金
受
給
者

は
除
く
）
に
対
し
て
、
そ
の
苦
労

に
報
い
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣

名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　

請
求
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
り

ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
本
人
、
家
族
な
ど
か
ら

の
連
絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
省
大
臣
官
房
総
務
課

　

管
理
室　

業
務
担
当

　

☎
０
３-

５
２
５
３-

５
１
８
２

の
「
冷
蔵
倉
庫
」（
保
管
温
度
が

10
℃
以
下
に
保
た
れ
る
倉
庫
）
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
評
価
額
の

計
算
方
法
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
非
木
造
の
「
冷
蔵
倉

庫
」に
つ
い
て
は「
一
般
の
倉
庫
」

と
同
じ
取
り
扱
い
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、平
成
24
年
度
か
ら
は「
一

般
の
倉
庫
」
に
比
べ
て
家
屋
の
評

価
額
が
早
く
減
少
す
る
計
算
が
適

用
さ
れ
ま
す
。
次
の
要
件
を
満
た

す
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
適
用
対
象
要
件
（
①
〜
④
の
要

　

件
す
べ
て
に
該
当
す
る
家
屋
）

①
非
木
造
（
木
造
以
外
）
の
倉
庫

　

で
あ
る
こ
と

②
建
物
自
体
が
冷
蔵
機
能
を
有
し

　

て
い
る
こ
と

③
保
管
温
度
が
常
時
、
10
℃
以
下

　

に
保
た
れ
て
い
る
こ
と

④
冷
蔵
倉
庫
部
分
の
床
面
積
が
建

　

物
１
棟
の
延
べ
床
面
積
の
50
％

　

以
上
あ
る
こ
と

※
通
常
の
倉
庫
内
に
プ
レ
ハ
ブ
方

　

式
冷
蔵
庫
や
業
務
用
冷
蔵
庫
な

　

ど
を
設
置
し
て
い
る
も
の
は
対

　

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
①
〜
④
の
要
件
を
満
た
し
て
い

　

る
場
合
で
も
、
建
築
後
、
一
般

　

の
倉
庫
と
し
て
鉄
筋
コ
ン
ク

く
だ
さ
い
。

　

申
請
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
１

食
当
た
り
１
６
０
円
と
な
る
減
額

認
定
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

【
入
院
時
の
負
担
額
】

①
低
所
得
者
Ⅱ
の
人

自
己
負
担
限
度
額
２
４
、６
０
０
円

食
事
代
（
１
食
当
た
り
）

　

・
90
日
ま
で
の
入
院　

 

２
１
０
円

　

・
90
日
を
越
え
る
入
院　

１
６
０
円

②
低
所
得
者
Ⅰ
の
人

自
己
負
担
限
度
額
１
５
、０
０
０
円

食
事
代
（
１
食
当
た
り
）
１
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
・
申
告
先

　

市
民
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
５
８

■
問
い
合
わ
せ
先

　
岡
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
８
６-

２
４
５-

０
０
９
０

 

送
付
し
ま
す

 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
証
と
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
被
保
険
者
証
の
更
新
】

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
被
保
険
者
証
）
は
毎
年
８
月
で

更
新
さ
れ
ま
す
の
で
、
７
月
下
旬

に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付
し

ま
す
。
８
月
以
降
に
医
療
機
関
な

ど
を
受
診
す
る
際
に
は
、
必
ず
新

し
い
被
保
険
者
証
を
窓
口
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

【
一
部
負
担
金
の
割
合
の
見
直
し
】

　

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支
払

う
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
所
得

区
分
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
（
下

表
参
照
）。
所
得
区
分
は
前
年
の

所
得
に
よ
り
毎
年
判
定
し
見
直
す

た
め
、新
し
い
被
保
険
者
証
で
は
、

割
合
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
減
額
認
定
証
の
更
新
】

　

所
得
区
分
が
低
所
得
者
Ⅱ
ま
た

は
Ⅰ
の
被
保
険
者
の
人
が
入
院
す

る
際
に
、
申
請
に
よ
り
交
付
さ
れ

払
う
入
院
代
は
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
、
１
食
当
た
り
の
食

事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
減
額
認
定
証
を
お
持
ち

で
、
８
月
以
降
も
所
得
区
分
が
低

所
得
者
Ⅱ
ま
た
は
Ⅰ
と
な
る
場
合

に
は
、
新
し
い
減
額
認
定
証
を
保

険
証
に
同
封
し
、
７
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
の
で
、
申
請
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
世
帯
内
に
所
得
の
未
申
告
者
が

　

い
る
人

　

世
帯
内
に
所
得
の
未
申
告
者
が

い
る
場
合
は
、
新
し
い
減
額
認
定

証
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
所
得
が

な
い
場
合
で
も
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
６
月
末
ま
で
に
市

民
課
に
て
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
申
告
に
よ
り
所
得
区
分
が
低

所
得
者
Ⅱ
ま
た
は
Ⅰ
と
な
っ
た
場

合
は
、
減
額
認
定
証
が
引
き
続
き

交
付
さ
れ
ま
す
。

②
長
期
入
院
を
し
た
人

　

平
成
22
年
８
月
１
日
以
降
、
所

得
区
分
が
低
所
得
者
Ⅱ
で
、
減
額

認
定
証
を
持
っ
て
い
た
期
間
内
に

90
日
を
超
え
る
入
院
日
数
が
あ
る

人
は
、
市
民
課
に
て
申
請
を
し
て

　

午
後
４
時
ま
で
継
続
し
ま
す
。

▽
場
所　

中
央
公
民
館

 

低
所
得
世
帯
の
人
へ

 

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
無
償
給
付

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由

で
地
デ
ジ
の
準
備
が
で
き
な
い
世

帯
に
簡
易
な
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー

ナ
ー
を
１
台
無
償
で
給
付
す
る
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

申
込
期
限
は
７
月
24
日
で
す

が
、
申
し
込
み
か
ら
完
了
ま
で
１

〜
２
カ
月
か
か
る
見
込
み
で
す
の

で
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支

　

援
実
施
セ
ン
タ
ー

①
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
全
額
免
除
世
帯
の
人

　

☎
０
５
７
０-

０
３
３
８
４
０  

②
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

　

☎
０
５
７
０-
０
２
３
７
２
４  

　 

評
価
額
が
早
く
減
少

 

冷
蔵
倉
庫
用
家
屋
（
非
木
造
）

　　

固
定
資
産
評
価
基
準
の
改
正
に

よ
り
、
平
成
24
年
度
か
ら
非
木
造

 
地
デ
ジ
を
受
信
で
き
て
い
ま
す
か

 

も
う
す
ぐ
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
終
了
し
ま
す

一部負担
金の割合 所得区分 説明

３割
現役並み

所得者

住民税の課税所得額（各種控除後）が１４５万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
※被保険者の収入合計額が２人以上で５２０万円未満、１人の場合３８３万円未満の人は、申請により「１
割」負担になります。
※現役並み所得の被保険者（世帯にほかの被保険者がいない場合に限る）であって、世帯内の７０歳以上
７５歳未満の人も含めた収入合計額が５２０万円未満の人も、申請により「１割」負担になります。

１割

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人。

低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ以外の人）。

低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を８０万円として
計算）を差し引いたときに０円となる人および老齢福祉年金受給者。

新しい被保険者証（水色）（左）／　減額認定証（右）

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・

猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」
や
「
若
年
者
（
30
歳
未
満
）

納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受

け
ず
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状

態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す

る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
平
成
23

年
７
月
分
か
ら
平
成
24
年
６
月

分
ま
で
の
免
除
な
ど
の
申
請
受

付
開
始
は
７
月
１
日
で
す
。
ま

た
、７
月
中
に
申
請
す
る
場
合
は
、

平
成
22
年
７
月
分
か
ら
平
成
23

年
６
月
分
ま
で
の
期
間
（
前
一
年

間
分
）
の
免
除
な
ど
の
申
請
も

同
時
に
で
き
ま
す
。
申
請
に
は

年
金
手
帳
と
印
鑑
が
必
要
で
す
。

■
申
請
先　

市
民
課
、
牛
窓
支

所
、
長
船
支
所
、
裳
掛
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

　

☎
０
８
６
９- 

２
２- 

１
７
９
０

　

岡
山
東
年
金
事
務
所　

　

☎
０
８
６- 

２
７
０- 

７
９
２
８

ね
ん
き
ん
の
お
は
な
し
♪

る
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
減

額
認
定
証
）
を
、
医
療
機
関
な
ど

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
支

了
し
ま
す




